[bookmark: _Hlk223379842][bookmark: _Hlk223262101]官民連携による津駅周辺公共自転車等駐車場整備事業
サウンディング参加募集要項

１　事業の目的
津市では、津駅周辺の公共自転車等駐車場について、利用の偏りと大型バイク駐車場の不足という課題を解決するため、利用者にとって安全性や利便性が高く、より快適な利用につながる管理された公共自転車等駐車場となるよう、津駅西口駅前広場整備に合わせて、公共自転車等駐車場を一体的に整備し、有料化による適切な管理運営を目指しています。
本事業は、民間事業者の創意工夫とノウハウを活用し、BOT(Build-Operate-Transfer)方式により、施設の設計・建設から管理運営までを一体的に実施することで、利用者サービスの向上と効率的な事業運営を実現することを目的とします。

２　事業概要
⑴　事業名称　　津駅周辺公共自転車等駐車場整備事業
⑵　事業方式　　　　BOT(Build-Operate-Transfer)方式
※PFI法に基づかない民間活力導入事業
⑶　事業対象施設　　津駅西第一公共自転車等駐車場
津駅西第二公共自転車等駐車場
津駅西第三公共自転車等駐車場
アスト津公共自転車等駐車場
⑷　事業内容　　　　公共自転車等駐車場の設計・建設(整備)
管理運営業務
施設の修繕等維持管理業務
利用料金の徴収業務
⑸　事業開始　　　　令和１０年１月
⑹　事業期間　　　　おおむね２０年程度
⑺　施設整備内容　　別紙のとおり

３　対象施設の現状と課題
【現状】
津駅周辺に５箇所の公共自転車等駐車場が存在
各施設間で利用状況に偏りが発生
大型バイク駐車場が不足
【課題】
利用者ニーズに応じた適切な配置・規模の実現
大型バイク駐車スペースの確保
効率的な管理運営体制の構築
津駅西口駅前広場整備との一体的な整備

４　本募集の位置づけ
本募集は、BOT方式による事業実施に向けたサウンディング調査(市場調査)への参加事業者を募集するものです。
【事業スケジュール(予定)】
ア　参加事業者募集
イ　サウンディング調査実施（令和８年３月下旬）
ウ　第一候補者選定（令和８年４月中旬）
エ　第一候補者による調査、整備内容、管理方法、負担額等の提案、事業者
の選定（令和８年５月～８月）
オ　協定締結（令和８年９月頃）
カ　事業開始（詳細設計等）（令和８年１０月頃）

５　参加資格
以下のいずれかに該当する法人
⑴ 必須要件
日本国内に本店または支店を有する法人であること
会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者または民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者
津市の入札参加資格停止措置を受けていない者
ア　国税、本社所在地における都道府県民税及び市町村税（支店等がこの公募型サウンディングに参加及び協定を行う場合は、本店所在地及び支店等所在地の都道府県税及び市町村税）の滞納がないこと。
イ　本公告日から契約締結までの間において、津市建設工事等指名停止基　準（平成２１年４月８日施行）による指名停止を受けている者でないこと。
ウ　自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、　及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
(ｱ)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
(ｲ)　暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）
(ｳ)　暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者
(ｴ)　自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
(ｵ)　暴力団又は暴力団員に対して直接又は間接を問わず資金等を提供し、　又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(ｶ)　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している　者
(ｷ)　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用するなどしている者
エ　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。
ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基　づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、再生計画又は更生計画が認可された者を除く。
オ　手形交換所から取引停止処分を受ける等経営状況が著しく不健全でないこと。
カ　駐車場・駐輪場の設計、建設、管理運営の実績を有すること
キ　公共施設の管理運営実績を有すること
ク　BOT方式またはPFI事業等の実績を有すること

⑵　望ましい要件(いずれかを満たすことが望ましい)
ア　法人及び商号登記をしている個人にあっては東海３県内（愛知県、岐阜県、三重県）に本店又は支店等のいずれかを有する者。また、商号登記をしていない個人にあっては、東海３県内（愛知県、岐阜県、三重県）に住所を有する者。
イ　地域の実情に精通していること

６　サウンディング調査の内容
提案概要資料に基づき、参加事業者に対し、以下の項目について意見・提案を求めます。
⑴　調査項目
・事業期間
・施設整備内容
（施設規模、配置計画、大型バイク駐車場の整備方法、津駅西口駅前広場
との調和等）
・管理運営
（管理運営体制、料金設定の考え方、利用促進策、収支計画）
・市負担想定額（収支計画に基づく）
・リスク分担
[bookmark: _GoBack]（想定されるリスクと分担の考え方、不可抗力への対応）
・その他
（事業参加にあたっての課題・要望、付加価値サービスの提案、利便性向上
のための工夫）
７　質問及び回答
　　本サウンディング調査に関する質問がある場合は、下記のとおり提出すること。
⑴　提出方法
質問書（様式１）を利用して作成し、持参、郵送若しくは電子メール（件名：「官民連携による津駅周辺公共自転車等駐車場整備事業サウンディング質問（会社名）」により提出すること（提出期限必着）。
⑵　提出期限
令和８年３月１０日（火）正午まで（郵送、電子メールの場合は電話にて建設政策課に受信確認を行うこと。）
⑶　提出先
津市建設部建設政策課
所在地：　〒５１４－８６１１　三重県津市西丸之内２３番１号
電　話：　０５９－２２９－３１９４
電子メール：　229-3196@city.tsu.lg.jp
⑷　回答方法等
回答は、令和８年３月１２日（木）午後５時までに津市ホームページに掲載し回答する。
※本サウンディング関する質問について、電話及び口頭による照会には　対応しない。

８　参加申込方法
⑴　提出書類
参加申込書(様式２)
誓約書（様式３）
会社概要(パンフレット等)
類似事業の実績概要(任意様式)
コンソーシアムの場合は構成員名簿および役割分担表(任意様式)
⑵　提出期限
令和８年３月１９日(木曜日) 午後４時まで
⑶　提出方法
郵送または持参（郵送の場合:提出期限必着）
持参の場合:平日午前９時～午後４時
⑷　提出先
〒514-8611
三重県津市西丸之内23番1号
津市建設部建設政策課
電話:059-229-3194
E-mail:229-3196@city.tsu.lg.jp

９　サウンディング調査の実施方法
⑴　実施時期　令和８年３月２６日～３月３０日(予定)
⑵　実施方法　個別対話形式(１事業者あたり３０分程度)
※実施日時は参加申込後に個別調整
⑶　実施場所　津市役所内会議室(詳細は別途通知)
⑷　事前資料提出　サウンディング調査実施の1週間前までに、提案概要
資料(A4版10ページ以内)を提出

10　留意事項
⑴　本募集について
ア　本募集はサウンディング調査への参加募集であり、事業者選定ではありません
イ　サウンディング調査への参加が、今後の事業者公募における優位性を保　証するものではありません
ウ　参加申込および調査への参加に係る費用は、参加者の負担とします
⑵　情報の取扱い
サウンディング調査で得られた提案内容は、事業条件の検討に活用させ　ていただきます
提案内容のうち、事業者の権利・競争上の地位等を害するおそれがある情報は公表しません
ただし、事業条件の整理に必要な範囲で、提案内容の概要を公表する場合があります
⑶　守秘義務
本事業に関して知り得た情報について、津市の承諾なく第三者に開示・漏洩してはなりません

11　問い合わせ先
〒514-8611
三重県津市西丸之内23番1号
津市建設部建設政策課
電話:059-229-3194
E-mail:229-3196@city.tsu.lg.jp
